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 各   位                                               
静岡県静岡市駿河区南町 10 番５号

株 式 会 社 ク レ デ ィ ア

代 表 取 締 役   千 葉 信 育

 

静岡県静岡市駿河区南町 10 番５号

株 式 会 社 フ ロ ッ ク ス

代 表 取 締 役   原 川 城 治

 

お問合せ先   

株式会社フロックス経営戦略部長

氏  名   佐 藤 友 彦

電 話 番 号   ( 0 5 4 ) 2 0 2 - 1 2 0 0

F A X 番 号  ( 0 5 4 ) 2 0 2 - 1 1 9 9

 

本日の一部新聞報道について 
 

 本日、一部の新聞ならびにＷｅｂサイトなどにおいて、民事再生手続き中である株式会社クレデ

ィアならびに株式会社フロックスに関して、昨日６月 10 日に行われた静岡県青年司法書士協議会

による記者会見の内容をもとに、あたかもフロックスにて行われている対応が認可決定確定してい

るクレディア再生計画に違反しているかのような報道がなされております。 

 

 クレディア及びフロックスは同協議会並びに全国青年司法書士協議会から受け取った要望に対

して、後日正式に書面で回答することを明確にコメントしているにもかかわらず、同協議会が自ら

の主張のみを一方的に説明する旨の記者会見を行ったこと、また記者会見の内容のみに依拠し、ク

レディア及びフロックスによる正式な書面回答を待たずして読者の方に誤解を与えかねない報道

が先行して為されたことは誠に遺憾であります。 

 

 クレディア及びフロックスといたしましては再生計画に違反するような対応はしていないもの

と認識しておりますが、同協議会よりご指摘頂いた事項の精査を行い、その結果も踏まえて、後日

回答をする予定でおります。同協議会並びに新聞等報道各社の上記行為は、クレディア及びフロッ

クスに対する名誉・信用毀損行為にも該当し得るものであり、本件に関しては非常に多くの債権者

がいる状況下、債権者の方々に対し無用の混乱を招くことにもなりかねないような報道は遺憾であ

り、社会的な影響を十分に考慮した適切な報道を希望します。関係各位においては、速やかにＨＰ

記事の抹消及び、新聞・ＨＰ記事において、訂正・謝罪記事を掲載されますよう、お願い申し上げ

ます。 

 

 

以 上 


